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関連する制度改正等について

【平成27年５月】

 医療保険制度改革（持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の成立）

持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずる。

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入（27年度：1/2 ⇒ 28年度：2/3 ⇒ 29年度：全面）

・協会けんぽへの国庫補助率を当分の間16.4％と定めるとともに、法定準備金を超える準備金に係る国庫補助特例減 等

【平成28年4月】

 平成28年度診療報酬改定

・診療報酬改定率 ▲０．８４％ （協会の負担（平成28年度）：880億円減）

（１）診療報酬本体 ＋０．４９％ （医科 ＋０．５６％、歯科 ＋０．６１％、調剤 ＋０．１７％）

（２）薬価等

① 薬価 ▲１．２２％

② 材料価格 ▲０．１１％

・７対１入院基本料の基準の見直し(「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者の割合を15％→20％)、紹介状なしの大病院受診時の

定額負担の導入(初診：5,000円(歯科は3,000円)、再診2,500円(歯科は1,500円))、回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価の導入。

【平成28年10月】

 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

社会保険における格差是正や女性の就業意欲の促進等の観点から、それまで週30時間以上とされていた加入要件について、従業員501人以上の企業

において、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上といった要件に見直し
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関連する制度改正等について

【平成30年4月】

 平成30年度診療報酬改定

・診療報酬改定率 ▲１．１９％ （協会の負担（平成30年度）：920億円減）

（１）診療報酬本体 ＋０．５５％ （医科 ＋０．６３％、歯科 ＋０．６９％、調剤 ＋０．１９％）

（２）薬価等

① 薬価 ▲１．６５％ ※うち、実勢価等改定 ▲１．３６％、薬価制度の抜本改革 ▲０．２９％

② 材料価格 ▲０．０９％

・入院の看護師配置等による評価から診療実績に基づく評価に見直し、外来のかかりつけ医機能を持つ診療所の初診加算（80点）の新設、紹介状

なしの受診時定額負担の対象病院を拡大（500床→400床）、調剤の後発医薬品調剤体制加算（薬局）における要件の引上げ。

【令和元年５月】

 医療保険制度改革（医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の成立）

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設、被扶養者の要件の適正化

等の措置を講ずる。

・オンライン資格確認の導入(マイナンバーカードによる資格確認は令和3年3月開始予定。保険証による資格確認は令和3年5月開始予定。)

・健康保険の被扶養者の認定において、原則として国内に居住しているという要件を導入(令和2年4月1日施行)

・社会保険診療報酬支払基金の機能の強化(令和2年10月1日より順次施行) 等
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関連する制度改正等について

【令和元年10月】

 診療報酬改定

・令和元年１０月に予定されている消費税増税等に係る対応

・診療報酬改定率 ▲０．０７％ （協会の負担（平成31年度）： 50億円減）

（１）診療報酬本体 ＋０．４１％ （医科 ＋０．４８％、歯科 ＋０．５７％、調剤 ＋０．１２％）

（２）薬価等

① 薬価 ▲０．５１％ ※うち、実勢価等改定 ▲０．９３％、消費税対応分 ＋０．４２％

② 材料価格 ＋０．０３％ ※うち、実勢価等改定 ▲０．０２％、消費税対応分 ＋０．０６％

【令和２年４月】

 診療報酬改定

・ 診療報酬改定率 ▲０．４６％ （協会の負担（令和2年度）：410億円減）

（１）診療報酬本体 ＋０．５５％

※１ うち、※２を除く改定分 ＋０．４７％ （各科改定率 医科 ＋０．５３％、歯科 ＋０．５９％、調剤 ＋０．１６％）

※２ うち、消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応 ＋０．０８％

（２）薬価等

① 薬価 ▲０．９９％ ※ うち、実勢価等改定 ▲０．４３％ 、 市場拡大再算定の見直し等 ▲０．０１％

② 材料価格 ▲０．０２％

・ 急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る項目や

判定基準等の要件を見直し、地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する「地域医療体制確保加算」（入院医療の評価）

の新設、紹介状なしの受診時定額負担の対象病院を拡大（400床以上→200床以上の地域医療支援病院） など
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関連する制度改正等について

【令和４年５月】

 被用者保険の適用拡大

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の

適用拡大等の見直し等の措置を講ずる。

・短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる

（＜現行＞500人超→100人超：令和4年10月1日施行）

（ 100人超→50人超：令和6年10月1日施行）

・5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する

・厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する（令和4年10月1日施行）
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